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①　「小規模地域対応施設の無償譲渡方針」を最終案として詰めていきたい。
　　次は、プロジェクトチームを開催し策定していく予定である。
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議　題
１　小規模地域対応施設の無償譲渡方針（案）について

資料１　小規模地域対応施設の無償譲渡方針（案）

会　　　議　　　結　　　果

主事代理出席

⑦　方針(案)について、各構成部長も含めて、内容の報告と意見等の集約を行い、意見
等があれば早急に連絡をお願いしたい。

④　特に機能を残すべき児童館の考え方をはじめ、児童厚生員を派遣する、公民館等に
児童館機能を移すなど、既施設機能の補完手法や今後の在り方について、担当課におい
ても検討を進めてほしい。

③　児童館については、子どもへの影響を配慮し、公園隣接かつ５０００人以上の利用
者がある場合、機能を特に残すべき児童館とし、移譲前に受入先の試行運営による検証
を行うこととした。

　　次は、プロジェクトチームを開催し策定していく予定である。

⑥　方針(案)について、譲渡にあたり通常使用に必要な修繕を市が実施することと、土
地が私有地の場合の取扱いについて加筆する。

②　この方針の対象は「老人いこいの家」と「児童館」とする。

⑤　自治会（認可地縁団体）とＮＰＯとでは、特に土地の無償貸付については、取扱い
が異なる部分が生じるのではないか。
⇒　移譲にあたっては、フローに基づき、自治会での移譲希望がない場合には、ＮＰＯ
などの団体への移譲も対象としている。その際、土地の貸付における有償無償の取扱い
は、誰が相手かで判断するのではなく、公的事業かといった内容により判断することが
基本であると考える。
　また、今後、全庁的に土地の貸付等の考え方を整理する動きがあることから、それを
踏まえた交渉を行っていくことも必要となろう。
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